
 

【 SAZL ガイドライン No.５ 】 

 

 

１ 心 得 

「誰もが個人として尊重される」という基本概念に基づき、個人の意思を尊重した上

で、法人活動上知り得た個人情報等の扱いについて、常に細心の注意や対策をする。 

 

２ 行動指針 

（１）法人活動上知り得た個人情報等については、法人活動のみにおいて使用する。 

（２）法人活動上知り得た個人情報等は、事務局で厳正に情報管理する。 

（３）法人活動中に取得したコメントや写真や動画等について、Website や SNS 等

を通じてネット上公開する場合には、本人の同意の意思を確認したうえで、出来るだ

け個人が特定されないような配慮のもとに行う。 

（４）オンライン・オフライン問わず、個人情報の取り扱いが人権侵害に関する問題

に発展しないよう十分配慮する。 
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